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業界 観察

中国企業が第一回WIPOグ
ローバル・アワードを受賞

2 0 2 2 年 7 月 1 9 日 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関

（ W I P O ） は ス イ ス ・ ジ ュ ネ ー ブ の 本 部 で 第 一

回 W I P O グ ロ ー バ ル ・ ア ワ ー ド を 授 与 し た 。

中 国 蘇 州 瑞 派 寧 科 技 有 限 公 司 （ R A Y C A N ）

と 上 海 芯 竜 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司

（ S H Y L O N ） が 同 賞 を 受 賞 し た 。

2 0 0 9 年 に 設 立 さ れ た R A Y C A N は 、 放 射

線 検 出 器 と 画 面 処 理 装 置 の 開 発 ・ 製 造 を 専

門 と し て い る 。 独 自 の 研 究 開 発 に 基 づ く 新 し

デ ジ タ プ グ 技 術 を 武い デ ジ タ ル サ ン プ リ ン グ 技 術 を 武 器 に 、

R A Y C A N は オ ー ル デ ジ タ ル 放 射 線 検 出 ・ 画

像 処 理 技 術 の リ ー ダ ー 的 存 在 と な っ た 。

R A Y C A N は 知 的 財 産 権 の 発 展 と 計 画 を 非

常 に 重 視 し て お り 、 中 国 、 米 国 、 日 本 、 欧 州

な ど で 、 累 計 3 4 0 件 余 り の 特 許 を 出 願 し 、 そ

の 中 、 1 7 0 件 余 り が 権 利 化 さ れ た 。 こ れ に て 、の 中 、 1 7 0 件 余 り が 権 利 化 さ れ た 。 こ れ に て 、

デ ジ タ ル P E T の 医 用 画 像 及 び 放 射 線 検 出 器

な ど の 関 連 製 品 の 順 調 な 商 業 化 を 保 障 し 、

P E T の 世 界 で の 応 用 を 推 進 し て い る 。

2 0 1 0 年 に 上 海 で 設 立 さ れ た S H Y L O N は 、

L E D 屋 外 建 築 、 景 観 照 明 及 び 道 路 照 明 器

具 の 設 計 、 生 産 、 販 売 を 専 門 と し て い る 。

S H Y L O N は 、 卓 越 し た 工 業 デ ザ イ ン 能 力 で 、

革 新 と シ ン プ ル な デ ザ イ ン の 原 則 で 、 ク ラ

シ ッ ク な 品 質 を 鋳 造 し て い る 。 S H Y L O N は 、

「 国 内 一 流 、 国 際 的 に 有 名 」 な L E D 屋 外 景

観 照 明 ブ ラ ン ド に 発 展 す る こ と に 力 を 入 れ て

お り 、 長 年 に わ た り 、 「 ワ ン ブ ラ ン ド 、 グ ロ ー

バ ル 市 場 超 高 光 学 建 築 Z カ ラバ ル 市 場 、 超 高 光 学 建 築 、 Z o o m n e o カ ラ ー

ア ル ゴ リ ズ ム 、 A n e c a s t レ ー ザ ー プ ロ ジ ェ ク

シ ョ ン 」 と い っ た 戦 略 的 優 位 性 を 保 ち 、 中 国

の 工 業 情 報 化 部 が 選 ぶ 「 2 0 2 1 年 技 術 先 進
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中 小 企 業 」 に 認 定 さ れ て い る 。

他 の 受 賞 企 業 に H y d r a l o o p （ オ ラ ン ダ ） 、

L u c e n c e （ シ ン ガ ポ ー ル ） 、 S p l i n k （ 日 本 ）

の 3 社 が あ る 。

W I P O は 、 知 的 財 産 権 を 活 用 し て 世 界 に

ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え た 企 業 や 個 人 を 表ポ ジ テ ィ ブ な 影 響 を 与 え た 企 業 や 個 人 を 表

彰 す る こ と を 目 的 に 「 グ ロ ー バ ル ア ワ ー ド 」

を 設 立 し た 。 第 一 回 「 グ ロ ー バ ル ア ワ ー ド 」

に 各 国 の 中 小 企 業 組 織 が 応 募 し 、 主 に 知 的

財 産 権 の ビ ジ ネ ス 化 の 実 績 、 企 業 の 社 会 的

影 響 力 な ど 複 数 の 次 元 か ら 審 査 が 行 わ れ た 。

情 報 元 ： 世 界 知 的 所 有 権 機 関情 報 元 ： 世 界 知 的 所 有 権 機 関

世 界 知 的 所 有 権 機 関 、 2022
年 世 界 イ ノ ベ ー シ ョ ン 指 数 を
発表

世 界 知 的 所 有 権 機 関 （ W I P O ） が 2 0 2 2 年 9世 界 知 的 所 有 権 機 関 （ W I P O ） が 2 0 2 2 年 9

月 2 9 日 に 発 表 し た 2 0 2 2 年 グ ロ ー バ ル ・ イ ノ

ベ ー シ ョ ン ・ イ ン デ ッ ク ス （ G I I ） に よ る と 、 ス

イ ス 、 米 国 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 英 国 、 オ ラ ン ダ

が 世 界 で 最 も 革 新 的 な 経 済 国 で あ る 一 方 、

中 国 は ト ッ プ 1 0 ま で あ と 一 歩 の と こ ろ に 迫 っ

て い る こ と が 分 か っ た 。

世 界 の 経 済 圏 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 能 力 と ア

ウ ト プ ッ ト に 関 す る G I I の 年 間 ラ ン キ ン グ 「 グ

ロ ー バ ル ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ イ ン デ ッ ク ス 」 で

は 、 上 位 1 5 位 ま で の ラ ン キ ン グ で い く つ か

の 重 要 な 変 化 を 示 し て お り 、 米 国 が 2 位 に 上

昇 し 、 オ ラ ン ダ が 5 位 、 シ ン ガ ポ ー ル が 7 位 、

ド イ ツ が 8 位 、 中 国 が 1 つ 順 位 を 上 げ て 1 1 位

と な っ た 。 カ ナ ダ が 世 界 の 革 新 的 企 業 上 位

1 5 位 （ 1 5 位 ） に 返 り 咲 き 、 ト ル コ （ 3 7 位 ） と イ
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ン ド （ 4 0 位 ） が 初 め て 4 0 位 以 内 に 入 っ た 。 そ

の ほ か 、 ベ ト ナ ム （ 4 8 位 ） 、 イ ラ ン （ 5 3 位 ） 、

フ ィ リ ピ ン （ 5 9 位 ） が 、 イ ノ ベ ー シ ョ ン の パ

フ ォ ー マ ン ス に お い て こ れ ま で で 最 も 急 速 に

進 歩 し て い る 中 所 得 国 で あ る 。

毎 年 発 表 さ れ る G I I の 中 心 と な る の は パ毎 年 発 表 さ れ る G I I の 中 心 と な る の は 、 パ

フ ォ ー マ ン ス の 評 価 指 標 で 、 1 3 2 経 済 圏 の イ

ノ ベ ー シ ョ ン ・ 生 体 系 に 対 し ラ ン ク 付 け を 行

う 。 G I I は 、 世 界 中 の 官 民 の デ ー タ ソ ー ス か

ら 8 1 の 指 標 を 収 集 し た 、 豊 富 な デ ー タ セ ッ ト

に 基 づ い て い る 。 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 定 義 が 拡

大 す る 中 、 従 来 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 評 価 指 標 以

外 の 指 標 も 含 ん で い る 。 G I I は 、 イ ノ ベ ー シ ョ

ン を 測 定 す る た め の ア ジ ェ ン ダ を 形 成 し 、 経

済 政 策 立 案 の 基 礎 と な っ て お り 、 毎 年 G I I の

結 果 を 体 系 的 に 分 析 し 、 パ フ ォ ー マ ン ス 向

上 の た め の 政 策 手 段 を 開 発 す る 政 府 が 増 え

て い る 。

情 報 元 ： 世 界 知 的 所 有 権 機 関

カ ン ボ ジ ア が 中 国 関 連 意 匠
に 対 す る 認 可 登 録 加 速 プ ロ
ジェクトを開始

2 0 2 2 年 8 月 1 8 日 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局

は カ ン ボ ジ ア の 中 国 関 連 意 匠 に 対 す る 認 可

登 録 加 速 プ ロ ジ ェ ク ト の 開 始 に 関 す る 公 告

（ 第 4 9 7 号 ） を 発 表 し た 。 カ ン ボ ジ ア 工 業 科

学 技 術 革 新 省 は 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局 が

下 し た 意 匠 権 付 与 の 結 果 を 認 め 、 出 願 人 の

請 求 に 基 づ き カ ン ボ ジ ア に 提 出 さ れ た 対請 求 に 基 づ き 、 カ ン ボ ジ ア に 提 出 さ れ た 対

応 の 意 匠 出 願 に つ い て 、 認 可 登 録 プ ロ セ ス

を 加 速 す る 。

2 0 2 2 年 6 月 9 日 、 カ ン ボ ジ ア 国 務 大 臣 兼
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工 業 科 学 技 術 革 新 省 大 臣 の チ ョ ム ・ プ ラ シ ッ

ト は 、 『 カ ン ボ ジ ア 王 国 に お け る 中 国 国 家 知

識 産 権 局 と の 意 匠 協 力 の 枠 組 み に お け る 意

匠 認 可 登 録 の 加 速 に 係 る 規 定 及 び プ ロ セ ス

に 関 す る 公 告 』 に 調 印 ・ 公 布 し 、 カ ン ボ ジ ア

の 中 国 関 連 意 匠 に 対 す る 認 可 プ ロ ジ ェ ク トの 中 国 関 連 意 匠 に 対 す る 認 可 プ ジ ェ ク ト

を 正 式 に 開 始 し た 。 カ ン ボ ジ ア 工 業 科 学 技

術 革 新 省 に 意 匠 出 願 を 提 出 し た 出 願 人 は カ

ン ボ ジ ア 側 の 公 告 規 定 に 基 づ き 、 中 国 国 家

知 識 産 権 局 が 行 っ た 審 査 結 果 を 用 い て 、 カ

ン ボ ジ ア で 提 出 さ れ た 意 匠 出 願 に つ い て 早

期 認 可 登 録 を 請 求 す る こ と が で き る 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

弁 理 士 登 録 人 数 が 26 ,840 人
に

中 国 国 家 知 識 産 権 局 （ C N I P A ） の 統 計 に中 国 国 家 識 産 権 局 （ ） 統

よ る と 、 2 0 2 1 年 の 年 末 ま で に 弁 理 士 の 資 格

を 取 得 し た 人 数 は 6 0 , 3 6 9 人 に 達 し 、 そ の 中 、

弁 理 士 登 録 は 2 6 , 8 4 0 人 に な っ て い る 。

2 0 2 2 年 度 弁 理 士 資 格 試 験 の 申 し 込 み が 8

月 1 2 日 に 締 め 切 ら れ た 。 申 込 者 5 5 , 4 7 8 人

の 中 、 5 1 , 5 0 9 人 が 受 験 資 格 認 定 の 審 査 を

通 過 し た 。 合 格 率 は 一 般 的 に 1 0 ％ 前 後 で あ

る 。

中 国 特 許 弁 理 士 資 格 は 中 国 特 許 弁 理 士

資 格 試 験 を 通 じ て 取 得 す る こ と が で き る 。 年

1 回 行 わ れ る こ の 試 験 は C N I P A が 主 催 し 、

試 験 問 題 作 成 を 担 当 す る 。 全 国 的 に 試 験 問

題 が 統 さ れ る 試 験 科 目 は 特 許 法 知 識 関題 が 統 一 さ れ る 試 験 科 目 は 特 許 法 知 識 、 関

連 法 律 知 識 、 特 許 代 理 実 務 に 分 け ら れ る 。

受 験 者 が 3 年 以 内 に 全 科 目 の 試 験 に 合 格 し

た 場 合 、 C N I P A は 審 査 後 、 弁 理 士 資 格 証 書
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を 発 行 す る 。 特 許 事 務 所 で 業 務 を 行 う 弁 理

士 に 対 し 、 C N I P は 弁 理 士 登 録 証 明 書 を 発

行 す る 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

北 京 知 識 産 権 法 院 が 『 コ ン北 京 知 識 産 権 法 院 が 『 コ ン
ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権
民 事 案 件 に お け る 当 事 者 挙
証マニュアル』を作成

当 事 者 が よ り 良 い 訴 訟 を 行 い 、 立 証 を 完

了 き る よ う 指 導 す る た め に 北 京 知 識 産了 で き る よ う 指 導 す る た め に 、 北 京 知 識 産

権 法 院 は 、 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権

民 事 事 件 の 特 徴 を 踏 ま え 、 中 国 語 版 と 英 語

版 の 『 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 民 事

案 件 に お け る 当 事 者 挙 証 マ ニ ュ ア ル 』 を 作

成 し た 。

マ ニ ュ ア ル は コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ アマ ニ ュ ア ル は 、 コ ン ピ ュ タ ソ フ ト ウ ェ ア

著 作 権 民 事 事 件 に は 、 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト

ウ ェ ア 著 作 権 の 帰 属 紛 争 、 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ

ト ウ ェ ア 著 作 権 侵 害 紛 争 及 び コ ン ピ ュ ー タ ソ

フ ト ウ ェ ア 契 約 紛 争 の 3 種 類 の 事 由 及 び コ ン

ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア 著 作 権 民 事 事 件 手 続 事

項 の 4 つ の 方 面 が 含 ま れ て お り 、 1 5 条 に 分

け て 、 各 状 況 を ど の よ う に 立 証 す べ き か に

つ い て 詳 細 に 列 挙 し た 。

詳 細 に つ い て は 、

http://bjzcfy.bjcourt.gov.cn/article/detail/2022/08/id/

6881734.shtmlを参照してください。

情 報 元 ： 北 京 知 識 産 権 法 院
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特許侵害訴訟における否定
的な特許権評価報告書の影
響

弁 護 士 ・ 特 許 弁 理 士 郭 春 曦

2 0 0 0 年 の 中 国 『 特 許 法 』 第 2 回 改 正 時 に

「 実 用 新 案 特 許 検 索 報 告 制 度 」 が 追 加 さ れ

て 以 来 、 現 在 の 「 特 許 権 評 価 報 告 制 度 」 が

予 備 審 査 制 の 特 許 タ イ プ の 補 充 と し て 、 次

第 に 中 国 『 特 許 法 』 に 導 入 さ れ 、 形 成 さ れ る

よ う に な っ て い る 。 そ の 審 査 の 対 象 及 び 範

囲 は 、 最 初 の 実 用 新 案 特 許 の み か ら 2 0 0 8

年 『 特 許 法 』 第 3 回 改 正 を 経 て 実 用 新 案 及 び年 『 特 許 法 』 第 3 回 改 正 を 経 て 実 用 新 案 及 び

意 匠 に 拡 大 さ れ 、 実 用 新 案 の 新 規 性 と 進 歩

性 の み の 判 断 か ら 、 特 許 権 の 無 効 審 判 請 求

の 理 由 と す る こ と が で き る ほ ぼ す べ て の も

の に 拡 大 さ れ て い る 。 2 0 2 1 年 6 月 1 日 か ら

『 特 許 法 』 第 4 回 改 正 が 正 式 に 発 効 し た こ と

に 伴 い 、 特 許 権 評 価 報 告 を 請 求 で き る 主 体

は 、 検 索 報 告 の 当 初 の 「 特 許 権 者 の み 」 、 第

3 回 改 正 時 に 追 加 さ れ た 「 利 害 関 係 者 」 か ら 、

「 被 疑 侵 害 者 」 に も 拡 大 さ れ た 。 そ し て 、

2 0 2 0 年 1 1 月 に 公 布 さ れ た 「 特 許 法 実 施 細

則 改 正 建 議 （ 意 見 募 集 稿 ） 」 は 、 報 告 請 求 の

主 体 を 「 い か な る 単 位 又 は 個 人 」 に ま で 拡 大

よ う と る 上 と か ら 分 か る よ うし よ う と し て い る 。 以 上 の こ と か ら 分 か る よ う

に 、 特 許 権 評 価 報 告 制 度 は 近 年 、 立 法 の 面

で 整 備 改 善 が 進 み 、 我 が 国 の 特 許 制 度 に お

け る 重 要 な 制 度 設 計 と な っ て き て い る 。

2 0 0 8 年 の 『 特 許 法 』 第 3 回 改 正 時 か ら 、 い

か な る 機 構 又 は 個 人 は 許 可 を 経 て 特 許 権 評

価 報 告 を 閲 覧 複 製 で き て い る の で 否 定価 報 告 を 閲 覧 、 複 製 で き て い る の で 、 否 定

的 な 結 論 の 特 許 権 評 価 報 告 （ す な わ ち 、 特

許 権 評 価 報 告 が 係 争 特 許 権 の 無 効 を 招 く 事

由 を 発 見 し た こ と ） も 社 会 公 衆 に 公 開 す る こ
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と に な る 。 第 4 回 『 特 許 法 』 改 正 及 び 『 特 許 法

実 施 細 則 』 が 将 来 的 に 特 許 権 評 価 報 告 を 請

求 す る 主 体 を 完 全 に 自 由 化 す る 傾 向 に 合 わ

せ て 、 特 許 権 者 は 実 用 新 案 及 び 意 匠 特 許 に

係 る 特 許 侵 害 訴 訟 に お い て 、 否 定 的 な 結 論

の 評 価 報 告 が も た ら す 影 響 を 十 分 に 認 識 すの 評 価 報 告 が も た ら す 影 響 を 十 分 に 認 識 す

べ き で あ る 。

本 論 文 で は 、 特 許 侵 害 訴 訟 に お け る 否 定

的 な 結 論 の 特 許 権 評 価 報 告 書 の 影 響 を 論 じ

る も の で あ り 、 特 定 の 事 例 に お い て 提 案 で き

る あ ら ゆ る 選 択 肢 に つ い て ア ド バ イ ス を 提 供

す る の で は な く 、 関 連 す る 立 法 及 び 実 践 を

紹 介 す る こ と を 目 的 と し て い る 。

一 . 特 許 権 侵 害 訴 訟 を 提 起 す る 際 に 特 許 権

評 価 報 告 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い か ？

「 実 用 新 案 特 許 検 索 報 告 制 度 」 が 実 施 さ

れ た 時 期 に 、 「 特 許 紛 争 事 件 の 審 理 に お け

る 法 律 適 用 問 題 に 関 す る 最 高 人 民 法 院 の

若 干 の 規 定 」 （ 以 下 「 特 許 司 法 解 釈 」 と い う ）

第 8 条 第 1 項 は 、 「 実 用 新 案 特 許 権 に 係 る 侵

害 訴 訟 を 提 起 す る 原 告 は 、 提 訴 時 に 国 務 院

特 許 行 政 部 門 が 作 成 し た 検 索 報 告 書 を 提 示

し な け れ ば な ら な い 」 と 規 定 し て い る 。 こ れ

で 、 実 用 新 案 特 許 権 者 が 訴 訟 を 提 起 す る 際

に 特 許 権 検 索 報 告 書 を 同 時 に 提 出 す べ き でに 特 許 権 検 索 報 告 書 を 同 時 に 提 出 す べ き で

あ り 、 さ も な け れ ば 立 件 条 件 に 合 致 し な い と

し て 受 理 し な い と い う 状 況 引 き 起 こ し て い た 。

こ れ に つ い て 、 最 高 人 民 法 院 は 、 『 検 索 報 告

書 の 発 行 が 実 用 新 案 特 許 権 侵 害 訴 訟 を 提

起 す る 条 件 で あ る か 否 か に 関 す る 稟 議 へ の

最 高 人 民 法 院 の 回 答 』 （ [ 2 0 0 1 ] 民 三 函 字 第

2 号 ） に お い て 、 「 検 索 報 告 書 は 、 実 用 新 案

特 許 権 の 有 効 性 の 初 歩 的 証 拠 の み で あ り 、

検 索 報 告 の 発 行 が 原 告 が 実 用 新 案 特 許 権
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侵 害 訴 訟 を 提 起 す る 条 件 で あ る わ け で は な

い 。 こ の 司 法 解 釈 が 「 す べ き 」 と 言 う の は 、 こ

の 制 度 を 緩 く し て 意 味 を 失 う こ と が な い よ う 、

厳 格 に 執 行 す る こ と を 強 調 し て い る 。 『 民 事

訴 訟 法 』 第 1 0 8 条 に 規 定 さ れ る 起 訴 条 件 に

合 致 す る 案 件 に つ い て は 、 人 民 法 院 は い ず

れ も 立 件 し て 受 理 し な け れ ば な ら な い 」 と 明

ら か に し た 。 そ の 後 、 2 0 1 5 年 に 『 特 許 司 法

解 釈 』 が 改 正 さ れ た 際 に 、 こ こ で い う 「 べ き 」

を 「 で き る 」 に 修 正 し た 。 以 上 か ら 分 か る よ う

に 、 特 許 権 評 価 報 告 書 は 実 用 新 案 又 は 意

匠 の 特 許 権 者 が 訴 訟 を 提 起 す る 必 要 条 件 で

は な いは な い 。

二 . 特 許 侵 害 訴 訟 に お け る 否 定 的 結 論 の 評

価 報 告 書 の 影 響 可 能 性

『 特 許 審 査 指 南 』 に は 、 特 許 権 評 価 報 告

は 行 政 決 定 で は な い の で 、 特 許 権 者 又 は 利

害 関 係 者 は こ れ に つ い て 行 政 不 服 審 査 及 び

行 政 訴 訟 を 提 起 す る こ と が で き ず 、 特 定 の行 政 訴 訟 を 提 起 す る こ と が で き ず 、 特 定 の

条 件 に 合 致 す る 場 合 に の み 訂 正 を 請 求 す る

こ と が で き る と 明 確 に 指 摘 さ れ て い る 。 明 ら

か に 、 否 定 的 結 論 の 特 許 権 評 価 報 告 書 自

体 は 特 許 の 有 効 性 を 否 定 す る 効 力 を 有 し て

い な い 。 上 記 最 高 人 民 法 院 の 解 釈 及 び 現 行

の 特 許 司 法 解 釈 第 6 6 条 に お け る 特 許 権 評

価 報 告 書 が 特 許 権 侵 害 紛 争 を 審 理 、 処 理 す

る た め の 証 拠 と な る こ と に つ い て の 記 載 を

合 わ せ て み る と 、 特 許 権 評 価 報 告 書 は 法 院

が 、 特 許 権 侵 害 紛 争 事 件 を 審 理 す る 際 に 、

係 争 特 許 の 安 定 性 を 判 断 す る た め の 参 考 と

な る こ と が 分 か る 。

特 許 権 侵 害 訴 訟 に お い て 係 争 特 許 の特 許 権 侵 害 訴 訟 に お い て 、 係 争 特 許 の

安 定 性 は 法 院 が 事 件 を 審 理 す る 出 発 点 で あ

り 、 争 点 の 一 つ で あ る 。 現 行 の 特 許 司 法 解

釈 の 規 定 に 基 づ き 、 法 院 は 事 件 審 理 の 必 要

７

サービスソリューション

に 応 じ て 原 告 に 特 許 権 評 価 報 告 書 （ 又 は 検

索 報 告 ） の 提 出 を 要 求 す る こ と が で き る 。

原 告 が 訴 訟 提 起 時 に 特 許 権 評 価 報 告 書 を

申 請 し て い な い 場 合 は 、 法 院 は 原 告 に 特 許

権 評 価 報 告 の 提 示 を 要 求 し 、 か つ 、 特 許 権

評 価 報 告 を 請 求 す る 時 期 を 与 え る た め に 審評 価 報 告 を 請 求 す る 時 期 を 与 え る た め 審

理 の 中 止 を 裁 定 す る こ と が で き る 。 も し 原 告

が 正 当 な 理 由 な く 特 許 権 評 価 報 告 を 提 出 し

な い 場 合 に は 、 法 院 は 、 ① 審 理 の 中 止 を 裁

定 し 、 被 告 が 提 出 し た 無 効 審 判 宣 告 手 続 の

審 査 結 果 を 待 つ こ と が で き る 、 又 は ② 合 理 的

な 期 間 内 に 被 告 が 係 争 特 許 に つ い て 無 効 宣

告 請 求 を 提 起 し な い 場 合 、 法 院 は 訴 え を 棄

却 し 、 原 告 が 不 利 な 結 果 を 負 担 す る と 裁 定 す

る 可 能 性 が あ る 。

特 許 権 評 価 報 告 が 提 出 さ れ た 場 合 、 多 く の

事 件 に お い て 、 評 価 報 告 の 結 論 は 主 に 、 審

理 を 中 止 す る か 否 か に つ い て の 法 院 の 判 断

に 影 響 す る ：に 影 響 す る ：

1 . 原 告 が 提 示 し た 報 告 書 に 特 許 権 の 無 効 を

招 く 事 由 が 発 見 さ れ て い な い 場 合 、 特 許 司 法

解 釈 の 規 定 に 基 づ き 、 被 告 が 答 弁 期 間 内 に

係 争 特 許 権 の 無 効 審 判 宣 告 を 請 求 し た と し

て も 、 法 院 は 訴 訟 を 中 止 し な い こ と が で き る 。

2 原 告 が 提 出 し た 報 告 書 に 特 許 権 の 無 効 を2 . 原 告 が 提 出 し た 報 告 書 に 特 許 権 の 無 効 を

招 く 事 由 が 発 見 さ れ た 場 合 に は 、 実 務 に 法

院 は 下 記 の い ず れ か 一 つ の 方 法 を 採 る 。

（ 1 ） 被 告 が 無 効 審 判 宣 告 を 請 求 し た 場 合 、

審 理 の 中 止 を 裁 定 し 、 無 効 審 判 宣 告 の 審 査

結 果 を 待 つ 。

（ 2 ） 被 告 が 無 効 審 判 宣 告 を 請 求 し て い な い
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場 合 に 、 無 効 宣 告 前 に 特 許 権 が 依 然 と し て

適 法 か つ 有 効 で あ る と 認 定 し 、 審 理 を 継 続 す

る 。
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（ ３ ） 少数の事件において、法院は報告書で示さ れ た

無 効 事 由 を 参 考 に し て 、 係 争 特 許 に 特 許 権

付 与 の 条 件 が な い と 認 定 し 、 原 告 の 訴 訟 請

求 を 棄 却 す る 。

三 . ま と め

以 上 の よ う に 、 中 国 の 特 許 権 評 価 報 告 制

度 の 整 備 に 伴 い 特 許 権 評 価 報 告 は 特 許 侵度 の 整 備 に 伴 い 、 特 許 権 評 価 報 告 は 特 許 侵

害 訴 訟 に お い て 重 要 な 参 考 と し て の 役 割 を 果

た す こ と に な る 。 権 利 者 の 立 場 か ら い え ば 、

特 許 権 評 価 報 告 書 は 特 許 の 法 的 状 態 が 安 定

し て い る か 否 か を 事 前 に 把 握 す る 役 割 が あ る 。

否 定 的 な 結 論 の 評 価 報 告 が 特 許 権 者 の 権 利

保 護 の 見 通 し に 影 響 を 与 え 、 特 に 事 件 の 審保 護 の 見 通 し に 影 響 を 与 え 、 特 に 事 件 の 審

理 周 期 に 影 響 す る 訴 訟 を 中 止 す る か 否 か の

問 題 に か か わ っ て い る 。 同 時 に 、 法 院 が 要 求

し た と き に 報 告 書 の 提 出 を 拒 否 す る こ と は 、

訴 訟 の 却 下 と い う 重 大 な 不 利 益 を も た ら す 可

能 性 が あ る 。 前 記 の こ と を 考 慮 し て 、 権 利 者

は 可 能 な 限 り 訴 訟 を 提 起 す る 前 に 関 連 特 許

の 安 定 性 に つ い て 慎 重 に 評 価 し な け れ ば な

ら ず 、 特 に 被 疑 侵 害 製 品 に 対 し て 複 数 の 特

許 権 を 有 す る 場 合 に は 、 可 能 な 限 り 安 定 性 が

比 較 的 強 い 特 許 を 選 択 し て 関 連 訴 訟 を 提 起

す る の に 用 い な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 特 許

権 評 価 報 告 書 の 提 出 は 特 許 権 侵 害 訴 訟 を 提

起 す る 必 要 条 件 で は な い の で 権 利 者 は 訴起 す る 必 要 条 件 で は な い の で 、 権 利 者 は 訴

訟 を 提 起 す る 際 に 特 許 権 評 価 報 告 書 を 発 行

し な い こ と も 選 択 で き る が 、 存 在 す る 可 能 性

の あ る 次 の 3 つ の 状 況 を 比 較 評 価 す る 必 要 が

あ る ： ① 訴 訟 に お い て 被 告 が 無 効 宣 告 請 求 を

提 起 し て お ら ず 、 十 分 な 証 拠 に よ り 係 争 特 許

が 不 安 定 で あ る こ と を 証 明 で き る 場 合 に は 、

法 院 は 原 告 に 評 価 報 告 書 の 発 行 を 要 求 し な

い 可 能 性 も あ る 。 ② 法 院 が 自 発 的 審 査 を 経

て 、 係 争 特 許 の 安 定 性 は 特 許 権 評 価 報 告 に

よ る 証 明 が 必 要 で あ る と 判 断 し て 、 権 利 者 に
8
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評 価 報 告 の 提 出 を 要 求 す る 可 能 性 が あ る 。

③ 被 告 が 答 弁 期 限 内 に 無 効 宣 告 請 求 を 提 出

し た 場 合 、 又 は 係 争 特 許 の 法 的 状 態 が 不 安

定 で あ る こ と を 証 明 す る 証 拠 が あ る 場 合 、 法

院 は こ れ に 応 じ て 原 告 に 評 価 報 告 の 提 出 を

要 求 す る 可 能 性 も あ る 。

。
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分 野 の 特 許 出 願 及 び コ ン サ ル テ ィ ン グ 等 に 従 事 し て い

る 。
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中国商標審査におにおいて抜
け駆け出願に関する判断

一 . 事 例

( 株 式 会 社 池 田 模 範 堂 （ 以 下 、 池 田 模 範

堂 ） は 、 虫 刺 さ れ 防 止 な ど の 分 野 で 高 い 評 価

と 影 響 力 を 有 す る 日 本 の 有 名 な 製 薬 メ ー カ ー

で す 。 1 9 9 4 年 、 池 田 模 範 堂 は 「 ム ヒ 」 と い う

日 本 語 の 仮 名 を 商 標 登 録 し 、 広 範 囲 に 使 用

し て い た 。 「 ム ヒ 」 は 漢 字 の 「 無 比 」 に 対 応 す

る 。 1 9 8 6 年 以 来 、 池 田 模 範 堂 は 中 国 に お い

て 7 0 0 件 近 い 商 標 を 登 録 出 願 し て き た 。 池 田

模 範 堂 の 製 品 は 中 国 市 場 で も 人 気 が あ り模 範 堂 の 製 品 は 中 国 市 場 で も 人 気 が あ り 、

日 本 で 商 標 「 ム ヒ 」 「 ム ヒ ベ ビ 一 」 を 付 し て 販

売 さ れ て い る 製 品 も 多 く 中 国 に 進 出 し 、 E C プ

ラ ッ ト フ ォ ー ム や 実 店 舗 で 販 売 さ れ て い る 。

池 田 模 範 堂 は 、 中 国 を 含 む 中 国 語 圏 で 製

品 の プ ロ モ ー シ ョ ン や 販 売 を 行 う た め に 、 商

標 「 ム ヒ 」 を 付 し た 液 体 製 品 を 特 別 に 「 無 比

滴 」 と 名 付 け 、 2 0 1 0 年 か ら 中 国 で 商 標 「 ム ヒ 」

に 対 応 す る ロ ー マ 字 の 「 M U H I 」 と 漢 字 の 「 無

比 滴 」 を 登 録 出 願 し て き た が 、 日 本 語 の 仮 名

で あ る 商 標 「 ム ヒ 」 を 登 録 し て い な か っ た た め 、

下 記 の 案 件 で ト ラ ブ ル に 巻 き 込 ま れ た 。

株 式 会 社 広 州 模 範 堂 （ 以 下 、 「 広 州 模 範

堂 」 ） は 、 2 0 1 6 年 に 第 5 類 「 人 体 用 医 薬 品 、 医

療 用 軟 膏 、 水 、 薬 用 酒 、 凍 傷 用 軟 膏 、 鎮 痒

水 」 等 の 商 品 を 指 定 し て 「 ム ヒ 」 に つ い て 商 標

権 第 1 3 7 2 2 4 6 3 号 を 取 得 し た 。 第 1 3 7 2 2 4 6 3

号 （ 以 下 、 「 係 争 商 標 」 と い う ） 。 池 田 模 範 堂

は 、 広 州 模 範 堂 の 係 争 商 標 を 発 見 し 、 豊 富 な

証 拠 を 提 供 し 無 効 審 判 を 請 求 し て 、 審 判 に 成証 拠 を 提 供 し 無 効 審 判 を 請 求 し て 、 審 判 に 成

功 し た 。

二 . 無 効 審 判 の 決 定

上 記 無 効 審 判 に お い て 、 中 国 商 標 審 査 官
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は 、 下 記 の 理 由 に 基 づ い て 、 本 件 商 標 が 商

標 法 第 3 2 条 に 規 定 す る 「 他 人 が 既 に 使 用 し

一 定 の 影 響 力 を 有 す る 商 標 の 不 正 な 手 段 に

よ る 抜 け 駆 け 出 願 登 録 」 に 該 当 す る と 認 定 し

た 。

1 . 池 田 模 範 堂 は 、 中 国 サ プ ラ イ ヤ ー サ イ ト 、

N t E な ど の ウ ェ ブ サ イ ト 「 日 本 薬 ベ ス トN e t E a s e な ど の ウ ェ ブ サ イ ト 、 「 日 本 薬 ベ ス ト

セ ラ ー 図 鑑 」 な ど の 大 量 の 証 拠 を 提 出 し て 、

池 田 模 範 堂 が 係 争 商 標 の 登 録 出 願 前 に 、 蚊

避 け 、 か ゆ み 止 め 機 能 の あ る 水 薬 に 既 に 商

標 「 ム ヒ 」 、 「 ム ヒ ベ ビ ー 」 を 使 用 し て お り 、 一

定 の 知 名 度 を 持 っ て い た こ と を 示 し た 。 争 点

と な っ た 商 標 は 、 蚊 取 り 線 香 や 痒 み 止 め の 機

能 を 持 つ 商 品 に 使 用 さ れ て お り 、 既 に 周 知 で

あ っ た 。

2 . 係 争 商 標 は 、 池 田 模 範 堂 の 先 行 商 標 「 ム

ヒ 」 「 ム ヒ ベ ビ ー 」 と 類 似 し 、 前 者 が 指 定 し た ヒ

ト 用 医 薬 品 、 か ゆ み 止 め 液 等 の 商 品 と 池 田

模 範 堂 の 「 ム ヒ 」 、 「 ム ヒ ベ ビ ー 」 商 標 で 実 際

、

に 使 用 さ れ て い る 蚊 よ け 液 、 か ゆ み 止 め 液 等

の 商 品 と が 機 能 、 用 途 、 販 売 ル ー ト 等 の 面 で

類 似 し て い る か 、 又 は 密 接 な 関 連 が あ る 。

3 . 実 際 の 使 用 に お け る 係 争 商 標 の パ ッ ケ ー

ジ は 、 池 田 模 範 堂 の 商 品 と 基 本 的 に 同 じ で あ

り 、 広 州 模 範 堂 も 販 売 に お い て 「 日 本 無 比

滴 」 「 国 内 ラ イ セ ン ス 版 」 「 輸 入 し た 本 物 」滴 」 、 「 国 内 ラ イ セ ン ス 版 」 、 「 輸 入 し た 本 物 」 、

「 池 田 模 範 堂 」 な ど の 言 葉 を 使 っ て 宣 伝 を

行 っ て い た 。

4 . 係 争 商 標 の 登 録 及 び 使 用 は 、 関 連 す る

公 衆 に 、 係 争 商 標 の 登 録 商 品 が 池 田 模 範 堂

に 由 来 し 又 は 池 田 模 範 堂 と 特 定 の 関 係 を 有

す る と 信 じ さ せ る お そ れ が あ り 、 こ れ に よ り 混
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す る 信 さ る お そ れ あ り 、 れ り 混

同 が 生 じ 、 池 田 模 範 堂 の 利 益 を 損 な う 可 能 性

が あ り 、 更 に 池 田 模 範 堂 が 有 す る べ き 商 標

「 ム ヒ 」 、 「 ム ヒ ベ ビ ー 」 に つ い て の 商 業 的 利
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益 、 関 連 公 衆 の 利 益 を 損 な っ て 、 公 平 な 競 争

の 市 場 経 済 秩 序 を 維 持 す る の に 不 利 で あ る 。

三 . 決 定 の 法 的 根 拠

2 0 2 1 年 に 中 国 国 家 知 識 産 権 局 が 公 布 ・ 施

行 し た 『 商 標 審 査 審 理 指 南 』 の 規 定 に よ る と 、

係 争 商 標 出 願 人 が 他 人 が 先 に 使 用 し て い た

未 登 録 商 標 の 存 在 を 知 り な が ら 又 は 知 る べ未 登 録 商 標 の 存 在 を 知 り な が ら 、 又 は 知 る べ

き で あ っ た に も か か わ ら ず 、 抜 け 駆 け 出 願 登

録 し た 場 合 に は 、 「 不 正 な 手 段 」 を 採 用 し た と

判 定 し 、 審 査 の 実 務 に お い て 関 連 す る 証 拠 に

基 づ き 、 次 の 要 素 か ら 考 慮 し て 判 断 す る ：

1 . 係 争 商 標 の 出 願 人 が 先 使 用 者 と 取 引 若

し く は 協 力 関 係 に あ っ た か 否 か 又 は 上 述 関し く は 協 力 関 係 に あ っ た か 否 か 、 又 は 上 述 関

係 の 成 立 に つ い て 接 触 及 び 協 議 を 行 っ た こ と

が あ る か 否 か

2 . 係 争 商 標 の 出 願 人 が 先 行 商 標 の 使 用 者

と 同 じ 地 域 に あ り 、 又 は 地 縁 的 に 近 接 し て い

る か 、 又 は 同 業 界 の 競 争 者 に 属 し て い る か

3 . 係 争 商 標 の 出 願 人 が 先 使 用 者 と そ の 他標 願 使 そ

の 紛 争 を 起 こ し た こ と が あ っ て 、 先 使 用 者 の

商 標 を 知 っ て い る か 否 か

4 . 係 争 商 標 の 出 願 人 と 先 使 用 者 と の 間 で

人 員 の 交 差 雇 用 が あ っ た か 否 か

5 . 係 争 商 標 の 出 願 人 が 先 行 商 標 の 使 用 者

と 親 族 等 の 関 連 関 係 を 有 す る か 否 か

6 . 係 争 商 標 の 出 願 人 が 、 先 使 用 者 が 一 定

の 影 響 力 を 有 す る 商 標 の 声 望 と 影 響 力 を 利

用 し て 誤 認 を 招 く 宣 伝 を 行 い 、 又 は 先 使 用 者

に そ れ と の 貿 易 協 力 を 強 要 し 、 又 は 先 使 用 者

又 は 他 人 に 高 額 の 譲 渡 料 、 ラ イ セ ン ス 使 用 料

又 は 権 利 侵 害 賠 償 金 を 要 求 す る 等 の 行 為 を

し な かし て い な い か

7 . 先 使 用 者 の 商 標 が 比 較 的 強 い 顕 著 性 又

は 高 い 知 名 度 を 有 し 、 係 争 商 標 が そ れ と 同 一

又 は 高 度 に 類 似 し て い る こ と
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、

四 . ヒ ン ト

上 記 の 事 例 が 日 本 企 業 に 示 唆 す る こ と は 3

つ あ る ：

一 つ は 、 一 般 の 中 国 の 公 衆 は 日 本 語 の 仮

名 を 読 む こ と が で き な い か ら 、 日 本 企 業 は 中

国 で そ の 日 本 語 仮 名 商 標 を 登 録 す る 必 要 が

な い よ う に 見 え る が 当 該 仮 名 商 標 特 に 一な い よ う に 見 え る が 、 当 該 仮 名 商 標 、 特 に

定 の 影 響 力 を 有 す る 仮 名 商 標 が 、 他 人 に 抜

け 駆 け 出 願 さ れ 、 誤 認 宣 伝 さ れ て 、 そ の 利 益

が 損 な わ れ る お そ れ が あ る こ と を 防 止 す る た

め に 、 日 本 企 業 は 、 上 記 案 件 に お け る ロ ー マ

字 及 び / 又 は 日 本 語 漢 字 の 商 標 を 中 国 で 登

録 す る と 同 時 に 、 そ の 日 本 語 仮 名 商 標 の 登

録 を 併 せ て 出 願 し な け れ ば な ら な い 。

第 二 に 、 中 国 商 標 局 が 2 0 0 7 年 に 公 布 し た

『 商 標 図 形 要 素 国 際 分 類 』 の 規 定 に 基 づ き 、

中 国 の 商 標 審 査 官 は 通 常 、 日 本 語 の 仮 名 を

文 字 商 標 で は な く 図 形 と み な し て 審 査 を 行 う 。

言 い 換 え れ ば 、 上 述 の 案 件 の よ う に 広 州 模

範 堂 が 第 類 同 又 は 類 似 商 品 出 願範 堂 が 第 5 類 の 同 一 又 は 類 似 の 商 品 で 出 願

し た 「 ム ヒ 」 商 標 を 審 査 す る 際 に 、 中 国 の 商 標

審 査 官 は 、 池 田 模 範 堂 の 先 行 の ロ ー マ 字

「 M U H I 」 及 び 漢 字 「 無 比 滴 」 の 商 標 が 広 州 模

範 堂 の 日 本 語 仮 名 の 「 ム ヒ 」 商 標 と 同 一 又 は

類 似 し て い る と は 認 め ず 、 前 者 を 引 用 し て 後

者 を 拒 絶 し て は い な か っ た 。 よ っ て 、 こ の よ う者 を 拒 絶 し て は い な か っ た 。 よ っ て 、 こ の よ う

な 日 本 語 仮 名 の 商 標 は 登 録 さ れ 、 日 本 企 業

に 損 失 及 び リ ス ク を も た ら す 可 能 性 が 高 い 。

第 三 に 、 日 本 企 業 が 保 有 し 、 既 に 中 国 で 使

用 さ れ て お り 、 か つ 影 響 力 の あ る 日 本 語 仮 名

商 標 が 、 他 人 に 同 一 又 は 類 似 の 商 品 又 は 役

務 に お い て 抜 け 駆 け 出 願 さ れ た 場 合 、 日 本
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企 業 は 、 可 能 な 限 り 上 述 し た 判 断 考 慮 要 素 に

該 当 す る 証 拠 を 提 供 す る こ と で 、 抜 け 駆 け 出

願 者 の 「 不 正 な 手 段 」 を 立 証 し て 、 そ の 不 正
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為 を 制 止 す べ き で あ る 。 異 議 申 立 手 続 を 通 じ

て 、 抜 け 駆 け 出 願 人 の 商 標 が 登 録 さ れ る こ と

を 阻 止 し 、 又 は 抜 け 駆 け 出 願 人 が 登 録 し た 商

標 の 無 効 審 判 を 請 求 す る こ と に よ り 、 中 国 市

場 で そ の 日 本 語 仮 名 商 標 を 使 用 し 、 日 本 語

仮 名 商 標 を 付 し た 製 品 を 販 売 す る 経 営 活 動

が 抜 け 駆 け 出 願 人 に 邪 魔 又 は 妨 害 さ れ る こが 抜 け 駆 け 出 願 人 に 邪 魔 又 は 妨 害 さ れ る こ

と を 回 避 し 、 抜 け 駆 け 出 願 人 に 返 っ て 商 標 侵

害 を 提 訴 さ れ る な ど の 法 的 リ ス ク も 防 止 す る

こ と が で き る 。
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実務 動向

中国が『ハーグ協定』に加入
した後、どのような特別な規
定があるのか

『 ハ ー グ 協 定 』 の 中 国 に お け る 発 効 に 伴 い 、

『 中 国 特 許 法 実 施 細 則 』 、 『 特 許 審 査 指 南 』

は 現 在 改 正 作 業 が 行 わ れ て い る 。 こ の た め 、

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、 改 正 後 の 『 特 許 法

実 施 細 則 』 及 び 『 特 許 審 査 指 南 』 の 発 効 前

の 移 行 期 間 に お け る 業 務 処 理 規 則 を 明 確 に

す る た め に 、 「 ハ ー グ 協 定 加 入 後 の 関 連 業

務 の 処 理 に 関 す る 暫 定 弁 法 」 を 制 定 し た こ務 の 処 理 に 関 す る 暫 定 弁 法 」 を 制 定 し た 。 こ

の 『 暫 定 的 方 法 』 は 2 0 2 2 年 5 月 5 日 よ り 施 行

さ れ 、 主 に 次 の 5 つ の 内 容 を 含 む ：

一 . 出 願 人 は 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関 国 際

事 務 局 （ 以 下 、 「 国 際 事 務 局 」 と い う ） に 直 接 、

国 際 意 匠 登 録 出 願 を す る こ と が で き 、 ま た 、

中 国 国 家 知 識 産 権 局 を 通 じ て 英 語 に て 紙 又

は 電 子 形 式 の 国 際 意 匠 登 録 出 願 を 提 出 す

る こ と も で き る 。 『 ハ ー グ 協 定 』 に 規 定 さ れ る

関 係 手 数 料 に つ い て は 、 出 願 人 が 国 際 事 務

局 に 直 接 納 付 す る 。

二 . 出 願 人 が 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 で あ っ

て 、 国 際 意 匠 出 願 時 に 先 の 出 願 に 係 る 書 類

の 副 本 を 提 出 し て い な か っ た と き は 、 当 該 出

願 の 国 際 公 開 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 、 先 の 出

願 に 係 る 書 類 の 副 本 を 中 国 国 家 知 識 産 権

局 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 先 の 出 願 に

係 る 書 類 の 副 本 に 記 載 さ れ た 出 願 人 が 、 後

の 出 願 の 出 願 人 と 一 致 し な い 場 合 、 出 願 人

は 出 願 の 国 際 公 開 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 関は 出 願 の 国 際 公 開 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 、 関

連 す る 証 明 書 類 を 中 国 国 家 知 識 産 権 局 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。

出 願 人 が 優 先 権 を 主 張 す る 場 合 、 当 該

1

2 0 2 2 年 1 0 月 | 季 刊

出 願 の 国 際 公 開 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に 優 先

権 主 張 に 係 る 費 用 を 中 国 国 家 知 識 産 権 局 に

納 付 し な け れ ば な ら な い 。 上 記 国 際 公 表 日

が 改 正 後 の 『 特 許 法 実 施 細 則 』 の 施 行 日 前

( 当 日 を 含 む ) で あ る 場 合 は 、 改 正 後 の 『 特

許 法 実 施 細 則 』 の 施 行 日 か ら 3 ヶ 月 以 内 に

優 先 権 主 張 に 係 る 費 用 を 納 付 し な け れ ば な

ら な い 。

三 . ハ ー グ 協 定 と 中 国 『 特 許 法 』 と に お い て 、

意 匠 出 願 の 単 一 性 要 件 に 関 す る 規 定 は 異

な り 、 中 国 を 指 定 す る 国 際 意 匠 出 願 は 、 中

国 『 特 許 法 』 の 単 性 要 件 を 満 た さ な け れ ば国 『 特 許 法 』 の 単 一 性 要 件 を 満 た さ な け れ ば

な ら な い 。 中 国 『 特 許 法 』 の 単 一 性 要 件 を 満

た さ な い 出 願 に つ い て 、 出 願 人 は 、 当 該 出

願 の 国 際 公 開 日 か ら 2 か 月 以 内 に 、 中 国 国

家 知 識 産 権 局 に 分 割 出 願 を 提 出 す る こ と が

で き る 。 当 該 分 割 出 願 は 通 常 の 国 内 出 願 と

見 な さ れ 、 非 ハ ー グ ル ー ト の 意 匠 の 国 内 分

割 出 願 の 処 理 規 則 に 準 じ る 。

四 . 国 際 意 匠 出 願 の 出 願 人 又 は 専 利 権 者

が 権 利 の 変 更 を 請 求 す る 場 合 に は 、 国 際 事

務 局 に 関 連 手 続 を 提 出 す る だ け で な く 、 中

国 国 家 知 識 産 権 局 に も 証 明 書 類 を 提 出 し な

け れ ば な ら な い 。 証 明 書 類 が 十 分 で は な い

場 合 中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 当 該 権 利 変場 合 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、 当 該 権 利 変

更 が 中 国 に お い て 有 効 に な っ て い な い こ と

を 国 際 事 務 局 に 通 報 す る 。

五 、 出 願 人 は 、 国 際 意 匠 出 願 に 中 国 『 特

許 法 』 に 規 定 さ れ た 新 規 性 喪 失 の 例 外 を 適

用 し た い 場 合 、 国 際 出 願 を 提 出 す る 際 に 声

明 し 、 国 際 出 願 用 紙 に 反 映 し 、 か つ 当 該 出明 し 、 国 際 出 願 用 紙 に 反 映 し 、 か つ 当 該 出

願 の 国 際 公 開 日 か ら 2 ヶ 月 以 内 に 中 国 国 家

知 識 産 権 局 に 関 連 証 明 書 類 を 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。
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アリババがパナウェルを特許
代理機構に選定

ア リ バ バ ・ グ ル ー プ ・ ホ ー ル デ ィ ン グ 有 限

公 司 は 数 ヶ 月 余 り の 数 回 も の 評 価 を 経 て 、

つ い に 当 社 を そ の 特 許 代 理 機 関 に 選 定 し 、

正 式 に 当 社 に 特 許 出 願 の 代 理 を 依 頼 し 始 め

た 。

よ く 知 ら れ て い る よ う に 、 ア リ バ バ は 1 9 9 9

年 に 中 国 杭 州 で 設 立 さ れ 、 目 標 の 一 つ と し

て 1 0 2 年 間 の 存 続 を 目 指 し て い る 優 良 企 業

で あ る ア リ バ バ の ビ ジ ョ ン は 顧 客 が ア リで あ る 。 ア リ バ バ の ビ ジ ョ ン は 、 顧 客 が ア リ

バ バ で 出 会 い 、 働 き 、 暮 ら し て い く よ う に す

る こ と だ 。 2 0 3 6 年 度 ま で に 、 世 界 中 の 2 0 億

人 の 消 費 者 に サ ー ビ ス を 提 供 し 、 1 0 0 0 万 社

の 中 小 企 業 の 利 益 創 出 と 1 億 人 の 雇 用 創 出

を 支 援 す る よ う 日 々 邁 進 し て い る 。

自 社 の ビ ジ ョ ン を 実 行 す る た め に た ゆ ま ず自 社 ジ ョ ン を 実 行 す る た め た ゆ ま ず

努 力 し て い る な か 、 知 ら ず の う ち に 、 ア リ バ

バ は ま す ま す 人 々 の 生 活 の 中 に 入 っ て き

た 。 、 タ オ バ オ 、 天 猫 （ テ ィ エ ン マ オ ） 、 盒 馬

鮮 生 、 阿 里 健 康 （ ア リ ヘ ル ス ） か ら

A l i E x p r e s s 、 L a z a d a 、 Y O U K U 、 霊 犀 互 娯

（ L i n g x i G a m e s ） 、 Q u a r k ま で が そ の 例 で

あ り 、 ア リ バ バ の 三 大 戦 略 と し て 消 費 、 ク ラ

ウ ド コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 、 グ ロ ー バ ル 化 が 挙

げ ら れ る 。

ア リ バ バ は 設 立 以 来 現 在 ま で に 、 中 国 で

合 計 2 2 , 6 6 5 件 の 発 明 特 許 、 2 9 1 件 の 実 用

新 案 特 許 及 び 2 , 0 2 7 件 の 意 匠 特 許 を 出 願 し 、

6 8 9 9 件 の 発 明 を 権 利 化 し た 出 願 さ れ た6 , 8 9 9 件 の 発 明 を 権 利 化 し た 。 出 願 さ れ た

P C T 国 際 出 願 は 3 , 1 1 4 件 も あ る 。 そ の 出 願

は 主 に 国 際 特 許 分 類 番 号 G （ 物 理 ） 及 び H

（ 電 気 ） 類 に 集 中 し て い る 。

1

当社ニュース

当 社 は ア リ バ バ に 知 的 財 産 権 サ ー ビ ス を

提 供 で き る こ と を 大 変 光 栄 に 思 っ て お り 、 最

善 の プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル サ ー ビ ス を 提 供 し て 、

ア リ バ バ と 共 に 成 長 し て い く こ と に 全 力 を 尽

く す 所 存 で あ る 。
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